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（２）中心市街地の活性化に果たすべき公共交通機関の役割を明らかにし、具体的な交
通計画を策定します。 

（３）市町が定める中心市街地の土地利用方針等を踏まえ、中心市街地のくらし・にぎ
わいの再生が円滑に進むように都市計画区域マスタープランの改定など必要な都
市計画の変更を行います。 

   
（県が他の主体に参画を期待する取組） 

● 商工会議所、まちづくり会社、ＮＰＯ、商店街、住民の皆さん等は、まちづくり
の検討に参画し、行政と協働で中心市街地のグランドデザインづくりに取り組み
ます。 

● 市町は、上記を踏まえ、「中心市街地活性化基本計画」や地区計画等の必要な都
市計画、都市再生整備計画を決定します。 

 

取組方向２：中心市街地における都市基盤の集中整備に向けて 

（県の取組） 
（１）中心市街地において集中的に、街路事業・電線共同溝事業を推進し、効率的・効

果的に都市基盤を整備します。 
（２）商業施設や文化教養施設等の都市福利施設の整備や空き店舗・空き家の活用（改

修）を支援し、まちなかへの多様な都市機能の集積をはかります。 
   
（県が他の主体に参画を期待する取組） 

● 市町は、市街地再開発事業やまちづくり交付金事業等により、中心市街地の都市
機能の集積に取り組みます。 

● 商工会議所、まちづくり会社、ＮＰＯ、商店街等は、都市のストックを有効に活
用し、中心市街地に医療、福祉、子育て支援等の都市機能を導入します。 

 

取組方向３：中心市街地のにぎわい支援に向けて 

（県の取組） 
（１）まちの景観整備やまちづくり人材の育成など、中心市街地のにぎわいづくりを支

える事業を支援するととともに、まちづくり情報の発信を推進します。 
   
（県が他の主体に参画を期待する取組） 

● 市町、商工会議所、まちづくり会社、ＮＰＯ、商店街、住民の皆さん等は、主体
的にまちの景観の魅力を高めるとともに、相互に連携して、イベントやキャンペ
ーンにより、まちのにぎわいをつくり出していきます。 

 
（※注１）：集約型都市構造（コンパクトシティ）：地域コミュニティを重視し、都市中心部にこれまで整

備された社会的インフラを効率的に活用した都市・まちづくり 
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